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県内の市町村は、平成 26 年度から

特別徴収の を行います。完全実施
「所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない」ということはありませんか？

　個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者（事業主）が、給与所得者
（従業員）に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、
各従業員のお住まいの市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、
個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

お近くの市町村税務担当課または次の山梨県各担当課までお気軽にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》

○市町村課（055-223-1426）　○税務課（055-223-1386）　
○総合県税事務所（055-261-9111）

山梨県




